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 学校教育法の一部を改正する法律（平成 29 年法律第 41 号。以下「改正法」とい

う。）の施行に伴い、及び動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105

号）第 12 条第１項の規定に基づき、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一

部を改正する省令（平成 29 年 10 月 31 日環境省令第 25 号。）を別添のとおり告示

し、平成 31 年４月１日から施行する。 

  このことについて、改正の趣旨及び改正の内容は、下記のとおりであるので、御

了知の上、適正な施行に特段の御配慮をお願いする。 

 

記 

 

１．改正の趣旨 

改正法の施行により専門職大学及び専門職短期大学が制度化される予定であ

るところ、専門職大学は前期・後期に課程を区分することができることとしてお

り、前期課程の修了者は、短期大学卒業者と同等の教育水準を達成することとし、

短期大学士相当の文部科学大臣の定める学位を授与することとしている。 

   一方、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成 18 年環境省令第１号。

以下「規則」という。）第３条第１項第５号の規定により、第一種動物取扱事業

者に事業所ごとに配置することが義務づけられている職員（顧客に対し適正な動

物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う者。）

の要件として、同号ロに、「営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及

び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。」

と規定されている。 

このため、専門職大学の前期課程を修了した者が、学校を卒業していなくても

当該要件を満たすこととなるよう、以下のとおり所要の改正を行うこととした。 

 



２．改正の内容 

  規則第３条第１項第５号ロに規定する要件として、「専門職大学の前期課程を

修了していること」を追加する。 

 

３．施行期日 

  平成 31 年４月１日（改正法の施行日） 
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○ 環 境 省 令 第 二 十 五 号 
学 校 教 育 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 四 十 一 号 ） の 施 行 に 伴 い 、 及 び 動 物 の 愛 護

及 び 管 理 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 五 号 ） 第 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 動 物 の 愛 護 及

び 管 理 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

平 成 二 十 九 年 十 月 三 十 一 日 

環 境 大 臣 中 川 雅 治 

動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 

動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 環 境 省 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。 

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 当 該 対 象 規 定 全 体 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ

う に 改 め 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ
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を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

新 た に 追 加 す る 。 

改       正       後 改       正        前 

（ 第 一 種 動 物 取 扱 業 の 登 録 の 基 準 ） 

第 三 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 動 物 の 健 康 及 び 安 全 の 保 持 そ の 他 動 物

の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 必 要 な も の と し て 環 境 省 令 で 定 め

る 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 事 業 所 ご と に 、 顧 客 に 対 し 適 正 な 動 物 の 飼 養 及 び 保 管 の 方 法

等 に 係 る 重 要 事 項 を 説 明 し 、 又 は 動 物 を 取 り 扱 う 職 員 と し て 、

次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が 配 置 さ れ て い る こ

と 。 

  イ （ 略 ） 

ロ 営 も う と す る 第 一 種 動 物 取 扱 業 の 種 別 に 係 る 知 識 及 び 技 術

に つ い て 一 年 以 上 教 育 す る 学 校 そ の 他 の 教 育 機 関 を 卒 業 し て

い る こ と （ 学 校 教 育 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ） に よ

る 専 門 職 大 学 で あ っ て 、 当 該 知 識 及 び 技 術 に つ い て 一 年 以 上

教 育 す る も の の 前 期 課 程 を 修 了 し て い る こ と を 含 む 。 ） 。 

  ハ （ 略 ） 

六 ・ 七 （ 略 ） 

（ 第 一 種 動 物 取 扱 業 の 登 録 の 基 準 ） 

第 三 条 法 第 十 二 条 第 一 項 の 動 物 の 健 康 及 び 安 全 の 保 持 そ の 他 動 物

の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る た め 必 要 な も の と し て 環 境 省 令 で 定 め

る 基 準 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

 一 ～ 四 （ 略 ） 

五 事 業 所 ご と に 、 顧 客 に 対 し 適 正 な 動 物 の 飼 養 及 び 保 管 の 方 法

等 に 係 る 重 要 事 項 を 説 明 し 、 又 は 動 物 を 取 り 扱 う 職 員 と し て 、

次 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が 配 置 さ れ て い る こ

と 。 

イ （ 略 ） 

ロ 営 も う と す る 第 一 種 動 物 取 扱 業 の 種 別 に 係 る 知 識 及 び 技 術

に つ い て 一 年 以 上 教 育 す る 学 校 そ の 他 の 教 育 機 関 を 卒 業 し て

い る こ と 。 
 

 
ハ （ 略 ） 

六 ・ 七 （ 略 ） 
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   附 則 

 こ の 省 令 は 、 平 成 三 十 一 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

２ ・ ３ （ 略 ） ２ ・ ３ （ 略 ） 


